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「建築基準法第４３条第２項第２号に関する一括許可の同意基準」の運用について 

 

決定 平成１３年３月１５日付１２足都建指発第６５１号 

改正 平成１６年４月１３日付１６足都建指発第３８号 

改正 平成１９年７月２５日付１９足都建調発第５２８号 

改正 平成２５年６月１日付２５足都建発第２９３号  

改正 平成３０年１１月１４日付３０足都建発第１１１３号 

 

 

 

 

Ⅰ 運用方針 

 

足立区は建築基準法（以下「法」という。）第４３条第２項第２号について、次のとおり取り

扱うものとする。 

建築にあたっての敷地と道路との関係は、法第４２条に基づく道路に２ｍ以上接することを原

則とし、法第４３条第２項第２号は例外的に適用されるものである。 

 

１ 足立区は、手続の簡略化を図るため、足立区建築審査会の「建築基準法第４３条第２項第２

号に関する一括許可の同意基準」に基づいて運用する。 

なお、この基準に該当しないものについては、個別に取り扱うものとする。 

２ 足立区は、足立区建築審査会との協議により「建築基準法第４３条第２項第２号に関する一

括許可の同意基準」に添って、３以下の取り扱いをする。 

３ 「道」の法上の取り扱いについては、次のとおりとする。 

一 法第２８条、建築基準法施行令（以下｢令｣という。）第２０条第２項の規定においては、

道を道路とみなす。 

二 法第５２条第２項の規定の適用においては、道の幅員を道路の幅員とみなす。 

三 法第５６条第１項第１号、第２項から第４項まで及び第７項の規定は、道を前面道路とみ

なして適用する。 

四 法第５８条の規定は、道を前面道路とみなして適用する。 

４ 基準３及び基準４の適用においては、平成１１年５月１日現に存在する道で、相当の期間建

築物が建ち並び、一般の交通の用に供されているものを対象とする。 

５ 基準５の適用においては、地区計画の区域において、地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例が施行され、地区施設として指定された道に接する敷地を対象とする。 

６ 敷地面積の算定方法については、令第２条第１項と同様の取扱いとする。 

 

 

 


